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自己紹介

【株式会社エイプレイス】

名前：川窪 諒(かわくぼ りょう)

出身地：東京都日野市

好きなもの：読書、歴史、球技以外のスポーツ

https://www.a-place.co.jp/


「経歴」

訪問介護、老健の経験あり。

2017年 4月 エイプレイス新宿 入社

2017年 10月 計画作成責任者 就任

2018年 4月  エイプレイス新宿 管理者 就任

2020年 10月 エイプレイス川口(立ち上げ) 管理者就任

2021年 8月～ エイプレイス赤羽・エイプレイス川口 
エリアマネジャー 就任

エイプレイス川口

エイプレイス赤羽
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「エイプレイス新宿」
〇定期巡回サービス
〇夜間対応型訪問介護
〇訪問介護

「エイプレイス麻生」
〇定期巡回サービス
〇夜間対応型訪問介護
〇訪問介護

「エイプレイス赤羽」
〇定期巡回サービス
〇訪問介護
〇居宅介護支援

「エイプレイス川口」
〇定期巡回サービス
〇夜間対応型訪問介護
〇訪問介護



定期巡回サービスの立ち位置

地域包括ケアシステム

⇓

在宅系サービス

⇓

「24時間対応型の訪問サービス」

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(2012年に創設)



本日お伝えしたい事

【お家に居て良いんです！】

在宅生活の選択肢の一つとして、

定期巡回サービスを宜しくお願い致します！



【正式名称】
定期巡回・随時対応型訪問介護看護

【対象者】
事業所のある該当自治体に住民票がある方

要介護１～５の認定を受けている

【対応時間】
24時間、365日

【指定の種類】
①看護一体型(同事業所内に介護と看護職員がいる)

②連携型(事業所には介護職員のみ、地域の訪問看護と連携をする)

※サービスコードが異なります。

また、訪問介護・夜間対応型との併用不可になります。



要介護度 単位数(介護のみ利
用）

介護保険にて訪問看護ありの場合

要介護１ 5,697単位/月 ＋2954単位/月

要介護２ 10,168単位/月 ＋2954単位/月

要介護３ 16,883単位/月 ＋2954単位/月

要介護４ 21,357単位/月 ＋2954単位/月

要介護５ 25,829単位/月 ＋3754単位/月

～単位数について包括報酬～

連携型



要介護度 単位数(連携型、介護のみ）

要介護１ 187単位/1日

要介護２ 334単位/1日

要介護３ 555単位/1日

要介護４ 703単位/1日

要介護５ 850単位/1日

※日割りの要件：月途中の開始＆終了、短期入所生活等
入院は日割りの要件には該当しない。

～単位数、日割り～



定期巡回の４つの機能



①定期巡回サービス(定期訪問)

利用者様への

①定期的な訪問回数、

②訪問するタイミングを

ケアマネジャー、計画作成責任者、訪問看護師等が共同で検
討をし、決定していく。

これを共同マネジメントと言います。

※ただし、計画作成責任者は、居宅介護支援計
画で設定されている訪問日時に関わらず、利用
者様の状況に合わせて、訪問回数と訪問タイミ
ングの変更が認められている。

CM 作責

看護

共同マネジメント



①定期巡回サービス(定期訪問)
～新規ご依頼からサービス回数等決定までの流れ～

CM 計画作成責任者 看護師

アセスメント

新規依頼

初回担当者会議

サービス開始

事前ヒヤリング

訪問回数等の決定・
共有 アセスメント結果

アセスメント

利用者さんの
24時間の生活
状況のアセス
メントを行う



①定期巡回サービス(定期訪問)
～新規ご依頼からサービス回数等決定までの流れ～

CM 計画作成責任者 看護師

アセスメント
(1日複数回排泄必要)

新規依頼

初回担当者会議

サービス開始

事前ヒヤリング
(身体状況や疾患、

家族構成等)

訪問回数等の決定・共有
（排泄介助、配膳、服薬介助

で1日4回訪問）

アセスメント結果
(ベッド上での生活なので、
皮膚状態に変化が無いか注視

してください。)

アセスメント
（既往歴等から、介護を行う

上での注意ポイント）

利用者さんの
24時間の生活状況のアセス
メントを行う。
何時頃起床されますか？
1日何回お薬ありますか？等



睡眠

排泄
介助

排泄
介助

食事
睡眠

服薬
介助

服薬
介助

買い物・洗濯

排泄
介助

服薬
介助

食事

配膳
下膳
・配膳

下膳

本
人

定
期

家
族

配
食

配食
昼・夕

※本人ができる事を主軸に計画を立てていく。
足りない所を様々な社会資源を使って、
お支えしていく。

・状況に合わせてサービス回数や訪問タイミン
グが変更になる。

①定期巡回サービス(定期訪問)

～サービス回数の増減～



①定期巡回サービス(定期訪問)
～サービス時間の決定方法～

訪問介護 定期巡回

身体１ 排泄 清拭

20分以上30分未満

排泄 清拭

10分 ４分

サービス内容、状態に合わせて
サービス時間が変化する。
サービス終了次第の退室を行う。
訪問間隔も制約なし

+ = 1４分

服薬確認

1分

食事介助

３０分

【サービス項目の組み合わせ=サービス時間】

訪問 訪問

2時間以上

訪問間隔



事業所の持っているパワー
1000

Ａさんができる事
80/100

Ｂさんができる事
５0/100

Ｃさんができる事
１0/100

介護士の20の支援

介護士の５0の支援

介護士の９0の支援

利用者さんのできる事に着目し、限られた人材を有効活用！

Dさんができる事
？/100

地域で定期巡回を
必要とされている方



「利用者様に簡易な操作で、オペレーターと24時間通話ができる体制を必ず構築します。」

※弊社で利用している緊急通報装置

～②随時対応～



・転んだ！
・便が出た！
・具合が悪い

・カーテン閉
めて欲しい

・間違えた
・今何時？
・寂しい

・介護士を派遣

・医療職へ連絡

・救急車要請

・次の訪問で対応

・傾聴

を判断

オペレーター
利用者様

～②随時対応～



【朝】

・排泄介助
・朝食配膳

【昼】

・排泄介助
・朝食下膳
・昼食配膳

【夕】

・排泄介助
・昼食下膳
・夕食配膳
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【深夜】

・排泄介助

【随時訪問】

・排泄介助
・更衣介助

随時訪問：定期的に組まれたケア(定期訪問)以外での訪問の事を指します。

同一時間に随時対応が多い場合には、定期訪問への切り替え検討を行う必要あり。

～③随時訪問～



④訪問看護との関わり方

定期巡回サービスでは、

定期的な訪問看護が不要な方でも

必ず訪問看護と利用者さんの接点があります。

CM 作責

看護

共同マネジメント



アセスメントのみ
※医師の指示書不要

訪問看護(介護保険)＋アセスメント
※医師の指示書が必要

訪問看護(医療保険)＋アセスメント
※医師の指示書が必要

多

少

訪
問
看
護
の
必
要
性

～④訪問看護との関わり～
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介護サービス提供
(排泄介助、服薬確認、移
動・移乗等)

定期巡回事業所

概ね月1回のアセスメント
(バイタル測定、全身状態の
観察、定期サービスの実施状
況の評価等)

連携契約の取り交わし

訪問看護師等

アセスメント結果の送付

アセスメント費用の支払い

利用者

「定期巡回サービス＋看護アセスメントのみ」

～④訪問看護との関わり～



定期巡回＋訪問看護(介護保険)

定期的に訪問看護の訪問が必要な状態。医師からの指示書が必要。

例えば：薬のセッティング、排便コントロール(摘便、医療用浣腸の使用)、定期的な状態確認等

※注意点

〇看護サービス提供を行う為には、定期巡回事業所との連携契約が必要

〇看護も1カ月の包括報酬になる

〇看護サービスと介護サービスの線引きが重要になる。
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介護サービス提供
(排泄介助、服薬確認、移
動・移乗等)

定期巡回事業所

連携契約の取り交わし

訪問看護師

アセスメント結果の送付

アセスメン費用の支払い

利用者

介護保険にて看護
サービス提供
(薬のセッティング、
排便コントロール等)

医師

指示書

「定期巡回サービス＋訪問看護(介護保険)＋アセスメント」

～④訪問看護との関わり～



定期巡回＋訪問看護(医療保険)
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頻回な訪問看護が必要な状態。

医師の指示書が必要(厚労省が認める疾病に該当する場合等)

例：真皮迄の褥瘡の処置、末期がん、重度状態のパーキンソン病

の対応等

注意点：

〇連携契約は不要(アセスの為に連携契約を結んで貰う事は推奨)

〇アセスメントの為に他の訪看が入る可能性がある
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介護サービス提供
(排泄介助、服薬確認、
移動・移乗等)

定期巡回事業所
ア
セ
ス
メ
ン
ト

訪問看護事業所A

アセスメント結果の送付

連携契約の取り交わし

アセスメント費用の支払い

利用者

医療保険にて
看護サービス提供

(ガン末期時の点滴等の
対応、褥瘡の処置等)

訪問看護事業所B

医師

指
示
書

「定期巡回サービス＋訪問看護(医療保険)＋アセスメント」



〇定期巡回が合う利用者さん像



定期巡回サービス

内装工事が得意！

・排泄、食事、水分、薬の対応等の生き
る基礎を整えるのが得意です！

・「どんな状態か把握したい」という要
望にも対応しやすい！

基礎工事が得意！

訪問介護サービス

・一緒に行う事で、自己実現をしやすい。
「こういう暮らしがしたい」をより叶え
やすい。



〇事例紹介



①服薬確認による複数回訪問

女性 96歳 要介護２ 独居

買い物、洗濯等の日常生活は
ご自身で行えるが1日2回の服薬を
忘れることがありました。
そのため、朝・夜それぞれ
5分程の訪問を行い
本人と一緒に服薬の確認を行っています。
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②状態把握の為の定期巡回

男性 70歳 依頼時新規申請中 独居

パーキンソン病。依頼前：不穏状態になり近所で暴れる
等の問題行動が見られ、その後ベット上での生活になっ
た利用者様。ご友人が排泄～食事の世話等をしていたが
限界を迎え、包括に話が行き、ＣＭより依頼を頂きまし
た。
1日3回薬のタイミングで訪問計画を立てる(排泄介助、食
事介助、服薬、その他生活全般)。食事や水分摂取、服薬
がきちんとできる事で数日で状態回復。現在では食事の
買い物と服薬確認のケアのみで、継続して支援をしてい
ます。

定期巡回事例①②



④「できる」を見つけるサービス その１

男性 76歳 要介護3 独居

認知機能の低下に伴いご自身で服薬をするのが難しいと依頼を
受け、朝昼夜の服薬確認で1日3回訪問。訪問しながらアセスメ
ントを行い、服薬カレンダーから正しい時間・日時の薬をとる
のは難しいが薬をお渡しハサミで袋を開け落とさないように飲
む事は可能と分かりました。予めセットしてある薬は忘れずに
服薬が出来るのではないかと考え、訪問回数の見直しを行いま
した。
朝の訪問で服薬+昼の薬をテーブルへセット→昼の服薬の時間
に電話をかけて服薬していただく(訪問無し)→夜の訪問時に服
薬+昼薬飲んでいただいているかの確認をする1日2回の訪問で
様子を見た結果、その方法で忘れずに服薬出来る様になりまし
た。現在もその方法で服薬していただいております。
※電話確認を昼の時間にしたのは
①朝だと薬のセットができない
②夜だとセットは出来るが万が一飲み忘れてしまった時に確認
が次の日になってしまう為

③ターミナルケア

男性 71歳 介護度：新規申請中(ご逝去後介護３の認定)

S上結腸ガン、肝臓に転移にて入院していた利用者様。
認知症の妻(定期巡回利用)が心配で家に帰りたい、最期まで
側に居たいという希望がありました。
退院当初、定期巡回(1日3回)、看護が医療保険にて毎日、
訪問診療が週1回にてスタート。サービス開始2週間後、状
態悪化しベット上から動けなくなる。夜間に便が出る事が数
日あり、夜間にも定期訪問追加(1日4回)。その数日後、バ
イタルが測定できなくなり、声掛けへの反応も乏しくなって
いき、医師から数日以内に亡くなる可能性が高いとの意見が
出る。それを受け早朝にもケア追加(1日5回)をおこなった
当日の早朝に、訪問時呼吸をされておらず、その後死亡確認
が取れた為、サービス終了となった。
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定期巡回事例③④



⑤できるを見つけるサービス その２

男性 59歳 介護度：５ 母親と同居

当初はベッド上での排泄＋車いす移乗＋食事介助(見守り)にて1日3
回＋夜間1回の計４回にて開始。
食事の様子を観察。嚥下状態、座位の保持時間、食器の使用方法等を
確認。
嚥下状態問題なし、座位は1.5～2時間可能、フォーク等で食材を刺
す事のみ自身では困難な時があるとのアセスメントが取れた。
ご家族と相談の上、食事をフォークで刺す事はご家族で可能との事
だった為、定期巡回では排泄介助＋車いす移乗に変更。その後、他の
利用者様のサービスを周り、2時間後に車いすからベッドへ戻って頂
くといった形にサービス内容を変更。
ご本人ができる事にフォーカスし、またご家族の力など、周りの力を
お借りする事で、適材適所のサービス提供を行えています。

32

定期巡回事例⑤



定期巡回サービス、その他の活用方法

定期巡回サービスでは、その他にこんな事もできます！

〇【一部委託】
定期巡回事業の一部を市町村長が認める範囲で他訪問介護事業所等
へ委託する事。

※人員・設備・運営の基準 第3条30 第2項より

連携契約

定期巡回事業所 訪問介護事業所

サービス提供 サービス提供



一部委託の活用例

・訪問介護⇒定期巡回への切り替え時に、顔なじみの介護士が引き続きサービス提供可能。

・サービス提供を行える人材の確保し、定期巡回サービスの受け皿を増やす事が可能。



【オペレーションセンター集約】
・オペレーションセンターを他事業所へ集約する事

定期巡回サービス、その他の活用方法

HELP!!

利用者様からの通報
「随時対応」

【OPが24時間配置されている事業所】【OPの24時間配置が困難な事業所】

随時訪問

・契約

情報共有

※基準第3条30 2項より



定期巡回サービス、その他の活用方法

【オペレーションセンター集約のメリット】

24時間の介護福祉士等の資格保有者の配置が不要。
⇒定期巡回サービスの立ち上げのハードルが下がる。

※適材適所で色々な人材を有効活用が可能になります。



ご清聴ありがとうございました。

定期巡回サービスを何卒宜しくお願い致します。



補足資料①サービスコード表～包括報酬～



補足資料②サービスコード表～日割り～



※介護保険事務処理システム変更に係る参考資料（確定
版）（令和3年3月31日事務連絡）

補足資料～日割り要件～
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